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第２回藤沢市都市農業振興推進協議会 議事録 

 

日 時  ２０２６年１月２９日（木）午後１時３０分から２時４５分 

場 所  藤沢市役所本庁舎 ８－１会議室 

出席者  神﨑会長、田代惠美子委員、加藤登委員、伊澤昇平委員、金子貞廣委員、 

石井正晃委員、永井俊子委員、川島美智子委員、須田裕委員  計９名 

欠席者  三神副会長 

事務局  及川課長、関口課長補佐、斎藤課長補佐、横溝上級主査、藏野主査、藤本

主任、三本職員  計７名 

 

13：30 

関口課長補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神﨑会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

関口課長補佐 

 

 

１．開  会 

それでは、定刻となりましたので、ただいまから第２回藤沢市都市

農業振興推進協議会を開催させていただきます。 

本日司会を務めます農業水産課の関口と申します。 

よろしくお願いいたします。 

本会議につきましては公開となります。会議の記録を作成する関係

上、発言内容を録音させていただきますのであらかじめご了承くださ

い。 

会議の開催にあたり、委員の出席状況を報告いたします。 

委員１０人のうち、９人の委員が出席しており、藤沢市都市農業振興

推進協議会設置要綱第６条第２項の規定により、会議が成立しており

ますことをご報告させていただきます。 

それでは、神﨑会長からご挨拶いただきたいと思います。神﨑会長よ

ろしくお願いします。 

 

2．会長あいさつ 

 

皆さんこんにちは。会議の前に一言申し上げたいと思います。第

２回藤沢市都市農業振興推進協議会にご出席いただきましてありが

とうございます。今回の取り組み状況の方についてですが、予算を

見ますとかなり去年と比べて手厚い予算になっていると思います。

また、議題（2）次期の改定についてですが委員の皆様からご意見・

ご要望を聞きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以

上です。 

 

 

ありがとうございました。続きまして、議題に入る前に本日配布

の資料を確認いたします。本日の配布資料は、２点ございます。 
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・次第 

・別冊資料 

以上となります。お手元の資料に不足等はございませんでしょう

か。 

それでは、議事に入らせていただきます。ここからの進行につき

ましては、神﨑会長にお願いしたいと思います。神﨑会長、よろし

くお願いいたします。 

 

3.議  題 

それでは、次第の３「議題」（１）「令和７年度の主な取組状況

について」事務局から説明をお願いします。 

なお、質問や意見などについては、事務局からの説明が終わりま

したら一括してお願いいたします。 

 

それでは、別冊資料に沿って、令和７年４月から令和７年１２月

末までの各基本方針の取組状況について、それぞれの主な担当者よ

りご説明いたします。基本方針１からお願いします。 

 

【基本方針１】 

「農業者及び担い手の育成・確保の推進」について、三本からご

説明いたします。前方スクリーン及び基本計画２２ページをご覧く

ださい。 

はじめに（１）目標値と令和７年度１２月末時点の実績につきま

して、新規就農者数は目標値毎年１０人に対し４人、援農ボランテ

ィア登録者数は２５９人に対し３１６人、農福連携促進事業の実施

件数は１０件に対し１６件となっております。なお、新規就農者数

の実績につきましては、農業後継者及び雇用就農者を除く数値とな

ります。 

続きまして（２）令和７年度の主な取組についてご報告させてい

ただきます。 

はじめにＮо.１「新規就農者の支援・育成」につきましては、新

規就農の相談件数は令和７年１２月末時点で２１件、農外からの新

規参入者数は４人となっております。また補助事業では、経営開始

直後の新規就農者に対する資金の交付や新規就農希望者の受け入れ

に対する支援、農業技術の習得に係る費用の支援を行いました。 

続きまして、Ｎо.２「農業後継者等の支援・育成」につきまして

は、市内農業後継者団体「さがみ農協藤沢市青少年藤友会」の高所

作業車及び乗用草刈機導入に対して支援を行いました。また景観形

成事業として、同団体が稲荷地区の遊休農地を解消し、２月２８日
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に菜の花の鑑賞と摘み取りのイベントの開催を予定しております。 

続きまして、Ｎо.３「担い手確保の促進」につきましては、援農ボ

ランティア養成講座を昨年の９月１７日から１１月２９日で実施

し、合計で２６人の方々にご参加いただきました。農福連携促進事

業については再度のご報告となりますが、今年度申請件数１６件と

なっております。Ｎо.４「テクノロジー導入への支援」につきまし

ては、今年度該当はございません。基本方針１の説明は以上となり

ます。 

 

【基本方針２】 

「農業経営の安定化に向けた取組の推進」について、横溝からご

報告いたします。基本計画では、２４ページが該当します。 

（１）認定農業者数の目標値について、令和８年度に１３２人以上

としておりますが、令和６年度の実績が９６人、令和７年度１２月

末現在の認定農業者数は９７人となっています。 

なお、この数字は藤沢市単独での認定農業者数となっています。複

数の市町村や複数の県で営農し、農業経営改善計画を提出する場

合、神奈川県や関東農政局による広域認定となります。広域認定に

ついては現在４人（件）となっています。 

（２）「令和７年度の主な取組実績」についてご報告させていただ

きます。Ｎо.１「産地競争力の強化」として、JA さがみ各部会の

要望に対して補助金を交付する事業は 

・「バッテリー式背負動噴導入事業」「コーティングワイヤー導入

事業」をさがみ農協藤沢市ハウス部、 

・「露地野菜の新規作用性薬剤導入事業」についてはさがみ農協藤

沢市露地野菜部、 

・「バッテリー式コンパクトキャリー動噴導入事業」「細霧冷房扇

風機導入事業」についてはさがみ農協藤沢市花卉温室部、 

・「枝豆脱莢機導入事業」については湘南つむぎ出荷組合 

に対してそれぞれ支援いたしました。 

また、「LED 防蛾灯導入事業」については、今月さがみ農協藤沢

市果樹部に対して支援を行います。 

「ビニールハウスフィルム張替え補助事業」については、今年度か

らの新たな事業となります。現在、交付対象者２２名中、１５名の

方に対して支援事業が完了しております。残りの方につきまして

も、工事に着手する予定と伺っており、年度内ですべての事業が完

了する予定です。なお、張り替えたことによる効果の把握につきま

しては、例えば収穫量や販売額、品質の状態などを今後報告してい

ただくこととなっています。 

つづきまして、Ｎо.２「野菜生産出荷等への支援」についてご説



 

- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明いたします。こちらは、農協共販や市場出荷によるダンボール箱

等の出荷資材購入に対する支援や、神奈川県野菜価格安定事業の生

産者負担への支援等となっております。記載中段の「野菜価格安定

事業費」、「湘南野菜生産育成事業費の“出荷団体育成事業”」に

つきましては完了し、その他事業は年度末に金額が確定することか

ら、交付予定額となります。 

Ｎо.３「技術向上の促進」については、品評会等事業の業務委託

になります。今年度の事業につきましては、1.果樹品評会、2.園芸ま

つり、3.畜産ふれあいまつり、4.藤沢市畜産共進会とすべて実施済と

なっております。 

Ｎо.４「畜産振興対策の推進」、こちらの金額はいずれも交付決

定額になりますが、事業としては１年を通してのもので、年度末の

完了を予定しております。なお、畜産経営体質強化支援事業交付金

については、配合飼料等の価格上昇分に要する経費への支援であ

り、年度当初に概算払い済みとなり、年度末に実績の報告を頂く予

定となります。 

Ｎо.５「農業経営改善への支援」としまして、農業経営改善計画

書の作成等の支援を行っています。今年度は再認定となる更新が１

９件の予定となっております。また、広域認定については、２件の

更新予定でしたが、神奈川県農地課によると、高齢化等を理由にい

ずれも更新されなかったようです。 また、農業経営改善に関する制

度やセミナー等の情報提供を行っています。家族経営協定の締結に

係る支援については、特にございませんでした。Ｎо.６「デジタル

トランスフォーメーション（ＤＸ）の推進」については、先端技術

の導入支援は特になく、また、農業者が行う認定申請手続きや補助

金及び交付金の交付申請デジタル化推進に向けて引き続き取り組ん

でいます。 説明は以上となります。 

 

【基本方針３】 

「農地保全と農業生産基盤整備の推進」について説明いたしま

す。基本計画は２６ページが該当です。 

まず、目標値に対する取組状況について、水田保全事業補助対象

面積と遊休農地面積を記載しています。令和７年度の水田保全事業

の補助対象面積は１２月末現在で５７．６ｈａとなっています。同

じく遊休農地の面積については、こちら昨年９月から１０月に農業

委員会による農地パトロールが実施されたのですが、まだ結果が集

計中のため、「集計中」という記載としています。 

次に、Ｎо.１「農地の保全」ですが、地域計画策定に向けた取り

組みについては、石川地区が 11 月 7 日に改めて検討会を開催した

結果、計画を策定することとなりました。 
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また、地域計画策定済の城稲荷地区で 11 月 18 日に検討会を開催

し、ブラッシュアップを実施しました。 

地域計画を策定済みの他の地区については、地域計画に対して同

意が得られた方を地域計画に位置付け、担い手の名簿と目標地図を

更新する予定です。 

つづきまして、水田保全事業奨励金については、先ほど面積につ

いては触れましたが、交付金額についてはご覧のとおりです。予算

より申請面積が上回ったため、予算を按分する必要が生じ、本来１

㎡あたり５０円を交付するところ、４８円の交付金単価の予定とな

っています。 

次に、多面的機能支払事業補助金ですが、概ね予定どおり事業を

実施しています。 

農業用機械等導入支援事業は遊休化した水田の解消や発生抑制に

寄与する農業用機械等の導入する費用の一部を支援しているもので

す。 

遊休農地解消費助成事業ですが、本事業を活用し大庭で６，２９

７㎡、西俣野で３，０９８㎡、宮原で９９７㎡、遠藤で４４０㎡、

合計で１０，８３２㎡の遊休農地が解消されました。写真は対象地

の申請前、作業後、作付けの様子となります。 

鳥獣保護管理対策事業補助金ですが、年度末の捕獲数に応じて交

付額が確定となりますので、現時点の交付予定額を記載しておりま

す。 

Ｎо.２「農業生産基盤の整備」についてですが、農道の整備・農

業用水路地質調査及び設計委託・畜産経営環境整備の事業として、

記載のとおり事業を実施、または実施を予定しています。概ね当初

予定していた予算どおりの実施となっていますが、工事については

多少の金額の変更が生じる可能性があります。 基本方針３について

は、以上です。 

 

【基本方針４】 

「農産物の安定供給と消費拡大に向けた地産地消の推進」 

について、斎藤から説明いたします。 

（１）目標値と令和７年度実績につきましては、取組項目が、かな

がわブランドの登録件数で、目標値を令和８年度２３件と設定して

います。実績については、現在２０件となっており、引き続き目標

に向けて取り組んでいるところです。 

（２）令和７年度の主な取組実績、Ｎо.１「地産地消の推進」です

が、藤沢ブランドとなる新たな産品を創出し、神奈川ブランドに登

録する、につきましては、８月７日に審査会が開催され、「藤沢生

まれの藤稔」がかながわブランドに登録されました。県知事の定例
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記者会見をはじめ、様々なメディアで取り上げられ、藤沢産の PR 

に繋がりました。のぼり旗を作成し、直売所で活用されました。 

次のスライドです。「藤沢産農産物の市内流通や利用の促進」につ

いて、 

ケース１は、藤沢産サンセットマルシェの開催です。市役所正面

口前で毎週月曜水曜金曜の１１時から１４時まで市内農家による直

売を行っています。ケース２は、ふじさわ元気バザールへの参加で

す。藤沢駅北口サンパール広場または湘南台駅地下アートスクエア

で行われるマルシェに、新規就農者の方が出店し、野菜の直売を行

っています。これらの取組により、地産地消の促進、藤沢産農産物

の認知度を高め、市内流通を促すことを進めています。 

ケース３は、藤沢産オーガニックマルシェの開催です。こちらは

令和４年度からの取組で、４年目となる今年度は、１１月２３日に

開催しました。場所が辻堂の神台公園、テラスモール北側の公園で

実施をしまして、来場者の方からも好評をいただきました。ケース

４は、花育体験（寄せ植え）イベントの開催です。こちらは１２月

７日に開催しました。場所は藤沢産オーガニックマルシェと同じ会

場の辻堂の神台公園です。生産者と消費者の交流イベントとして、

生産者の方が講師になり、小、中学生を対象に花の寄せ植えを教え

ていただき、素晴らしい作品が出来上がりました。 

ケース５は、緑育体験イベントの開催です。１０月２５日、さが

み農協緑化流通センターにて、生産者の方が講師となり、小学生が

ブルーベリーの植え替えの体験を行いました。その他としまして、

藤沢産ロゴマークシールを、藤沢産農水産物をＰＲする団体等に交

付しました。また、ふじさわのくだものリーフレットを作成し、市

民センター・公民館などへの配架を行いました。 

次のスライドです。「藤沢産農産物のブランド力強化と６次産業

化の推進」として、生産者、JA 及び加工業者等と協議し、組織的に

生産されている藤沢産農水産物を活用した新たな加工品を対象に、

販促用品の作成費用を負担し、ブランド化につながる６次産業化の

取組を推進することとしておりますが、１２月末時点において実績

はありません。 

その他、「おいしい藤沢産」ホームページ等での情報発信を行っ

ております。ホームページのほか、ＳＮＳを活用し、藤沢産農水産

物等に関する情報提供を行いました。農業水産課のインスタグラム

を開設し、藤沢産農水産物のＰＲに取り組んでいます。ご興味のあ

る方がいらっしゃいましたら「おいしい藤沢産」で検索をして、フ

ォローいただければと思います。 

次のスライドです。Ｎо.２「学校給食用農産物生産出荷の推進」

として、藤沢産農水産物を学校給食で利用する取組を進めておりま
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す。ケース１は、ふりふりバター体験事業です。牛乳と生クリーム

を使ってバターを作るというもので、１１月２７日に大清水小学校

の５年生を対象に実施しました。（ご出席いただいている須田委員

にも講師として参加いただき、酪農の話やバターづくりをご説明い

ただきました。） 

ケース２は、保育園でのバケツ苗事業です。またの保育園、高山

保育園で、生産者の方に講師になっていただき、バケツを使用し田

植えから収穫までを園児たちが体験しました。 

ケース３は、保育園における藤沢産農水産物等の利用促進を図る

ため、新米と大豆を使用したふじさわランチを実施しました。地産

地消モデル校の御所見・中里・亀井野・俣野小学校では、通年で学

校周辺の農産物を活用していただいています。これらの取組によ

り、市内産米、野菜、果物等を学校給食に提供することで、食育の

促進と農業者の安定的な生産・出荷を推進しています。基本方針④

についての説明は以上となります。 

 

【基本方針５】 

「都市農業の多面的機能の活用」についてです。 

農地は生産基盤としてのみならず、「防災空間」「良好な景観形

成」「農業体験・交流の場」や「農業への理解醸成」の場としての

役割を担っています。 

（１）の目標値と令和７年度実績は、「農業体験・交流の場」の一

環で開催している講座等の参加人数を目標値に設定しております。

令和８年度の目標値が毎年１２０人となっていますが、令和７年度

実績は１２月末現在で収穫体験講座、大豆の食育講座、花育体験イ

ベント及び緑育体験イベントの参加者合計で２３２人と、目標値を

上回る実績となりました。 

（２）令和６年度の主な取組実績のＮо.１、２、３は先ほど説明さ

せていただいたとおりです。Ｎо.４防災協力農地確保の推進につき

ましては、合計面積が約 8.7ｈａと前年度から 0.5ｈａ減少となって

います。基本方針５の説明は以上です。 

 

【基本方針６】 

「農業に関する環境施策の推進」について、説明いたします。基本

計画の 29 ページをご参照ください。 

取組項目としては、「環境に配慮した農業の推進」ということで、

有機農業の取組面積を目標値に定めています。 

令和６年度の実績が３２．３ｈａ、令和７年１２月末時点の実績

は３５．２ｈａとなっており、前年度末から２．９ｈａの増となっ

ております。これは計画策定時の市内全耕地面積８８０ｈａの４．
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０％となっております。令和８年度目標に対する達成率は６４．９

％となっておりますが、計画策定当初想定していた達成率には届い

ておりません。引き続き、有機農業の取組面積の増加に向けて取り

組んでまいります。 

続いて、Ｎо.１環境に配慮した農業の推進についてです。一つ目

のフェロモントラップ導入事業についてですが、環境への負荷を抑

えた害虫被害対策の導入への支援として、さがみ農協藤沢市露地野

菜部に対し、支援するものとなります。こちらの事業につきまして

は、年度当初の計画通り、既に事業は完了しています。 

二つ目は環境保全型農業直接支払交付金です。市内の有機農家で

構成される２つの団体に対して交付しています。こちらの交付金

は、交付単価１，４００円／ａとして、国が１/２、県及び市が１/４

を負担する交付金となっています。昨年６月の協議会では、交付予

定額を 1,507,800 円とご報告させていただきましたが、その後、交

付対象外圃場が発生したこと等により、令和 7 年 12 月末時点での

交付予定額は 1,377,600 円となります。 

Ｎо.２畜産環境対策の推進、NO.３気候変動に対応する農業の推

進については、基本方針３で説明した「畜産経営環境整備事業」

や、水田に係る各種保全事業、基盤整備事業と内容が被ることか

ら、説明は割愛いたします。基本方針６についての説明は以上にな

ります。 

 

事務局からの説明が終わりましたが、ご意見やご質問はございま

すか？ 

 

7 ページですが、遊休農地解消費助成事業に関して、打戻地区でも

荒廃農地解消の活動を進めておりますが、その中で荒廃地になって

いる田んぼ（社会福祉法人光友会のそば）で全く耕作していない土

地があります。その荒廃農地を解消すべく交渉しましたが、手続き

が複雑なため農地を貸さないという方がいらっしゃいます。光友会

で耕作する気がありますので、荒廃農地解消の交渉の中に農業水産

課や農業委員会事務局に入っていただいて、土地を提供していただ

けないかなというご相談があります。 

また、いくつか荒廃地になっているところもございますが、なかな

か生育環境が良くない等、なかなか地元の方も使いにくいというよ

うなところもございます。遊休農地化することで隣接の農家の方が

迷惑をしているところもあります。我々も冬場に近隣農地の遊休農

地については解消作業をやっておりますが、こういった補助金を活

用できれば耕作する方にやっていただけるのかなと思いました。行

政機関と連携していただいて荒廃地が解消する方向へいけばいいの
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かなと思いますので、一応意見としてお伝えしております。 

 

ありがとうございます。荒廃地につきましては農業委員会事務局

による農地法 30 条に基づく農地パトロールを行っており、荒廃して

いる状況があれば、その地権者に通知が行くようになっておりま

す。 

地権者はその通知を受けた場合には、ご自身で耕作するか、それ

ともどなたに貸すかということで農業委員会事務局の方に連絡いた

だけるような形にはなっておりますので、荒廃している状況がある

場合には、地区内の農業委員さんにご一報いただけると、そこが荒

廃地としてカウントされますので連絡が行くことになると思いま

す。 

また、光友会が借りようとした農地についてその手続きが面倒だ

というようなお話ですが、地権者の方に対してご自身が耕作できな

いのであれば、どなたかに貸すようにというようなアドバイスを農

業委員会事務局でしておりますので、また何かお気づきの点あれば

農業水産課でも構いませんのでお伝えいただければと思います。 

 

遊休農地解消費助成事業の申請は農地を貸借した際に自動でやっ

ていただけるのでしょうか。その手続きは農業者が藤沢市役所に言

わなければできないのでしょうか。 

 

事務局から回答いたします。こちらの遊休農地解消費の助成事業

は本来であれば、土地の所有者の方が適正な管理をしていただくと

いうのが大前提になってございます。とは言いつつも、なかなか難

しいというところもございます。 

まず農地の貸し借りとあわせて、耕作者から藤沢市に補助金の申

請をしていただき、現地の確認をさせていただきながら、農業委員

会事務局の委員の方からもご意見などもいただきまして交付決定等

を行ってございます。 

遊休農地解消費助成事業を活用されるご希望がもしあるようであ

れば、農業水産課の方にまずはご相談をいただけるとありがたいと

思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

実は、もう時効切れではありますが、農業委員会事務局の方から

頼まれて遊休農地を解消し耕作している畑があります。 

その際、補助金の申請について話がありましたが、どこに申請して

いいのかわからなかったうちに無効になってしまった経緯がありま

す。農業委員会事務局から農業水産課の方に自動的に申請できるよ

うなシステムにしていただけないでしょうか。申請漏れがないよう
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に農業委員会と連携していただいてもらいたいなと思います。 

 

補助金ですので申請行為がないと、補助を出すことができません

が、須田委員ご指摘の通り、農業委員会事務局が把握している内容

については我々の方にも伝えていただけるように、今の段階でも連

絡いただいておりますが、今後も徹底するよう農業委員会事務局と

も連携していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

また、先ほどの説明だと地権者が申告するわけではなくて農業者

が申告するのですか。 

 

補助金を活用して営農する方が申告します。 

 

基本方針 2 のビニールハウスの張り替えについて、補助金を 22 名

の方が申請して交付されたのが 15 名というのは、残りの人たちは何

が駄目だったのでしょうか？私も申請しましたが、不交付になって

しまいました。みんなが平等に交付となればいいなと思いますが、

不交付の方々の理由を聞かせてください。 

 

事務局から回答させていただきます。 

今お話いただきました 22 名は交付決定者となっており、そのうち 15

名の方が現時点での工事が完了している方になります。残りの方に

つきましては今後から完了していくということになっております。 

また、全体の申請件数といたしましては 35 名の方からお申し込み

をいただき、22 名の方が補助金の対象となりました。 

今回申し込み件数が予算を上回ったことから点数化させていただ

き決定いたしました。例えば認定農業者や認定新規就農者であると

いった条件であったり、農振農用地に土地をお持ちの方だったり、

また地域計画に位置づけられている方につきまして、加点とさせて

いただいております。 

 

ありがとうございます、来年度もありますか。 

 

来年度につきましては、現在予算要望はしておりますが議会の決

議をもちまして判断がされるということになります。 

 

地域計画に賛同や出席をしていれば交付決定されるのでしょう

か。 

 

採点は合計点から順位付けされておりますので、地域計画に賛同
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していただいている場合も加点項目の一つではございます。ただ、

来年度につきましては、今年度不交付だった方や新規の方といった

多くの皆様にこの補助金を活用していただきたいと思いますので、

そういったところの点数も加味して検討していきたいと思います。 

 

ありがとうございます。 

もうひとつよろしいでしょうか。有機団体に補助金を出したとの

ことですが、その団体名を教えてください。基本方針 6 の環境保

全、農業直接支払交付金の有機のふたつの団体名を知りたいです。 

 

こちらにつきましては二つの団体に対して交付金を払っておりま

す。ひとつがオーガニック六会、もうひとつがふじさわオーガニッ

クになります。 

 

他にございますか。ないようですのでそれでは、議題の（２）

「藤沢市都市農業振興基本計画の次期改定について」へ移らせてい

ただきます。事務局から説明をお願いします。 

 

議題（２）藤沢市都市農業振興基本計画の改定に向けてご説明さ

せていただきます。資料をご覧ください。 

 初めに、現行計画の概要です。 現在の第２次藤沢市都市農業振

興基本計画につきましては、令和４年度から令和８年度までの５年

間を計画期間として策定しており、令和９年度の本市農業振興計画

を第３次計画として令和８年度中に策定し、令和９年４月から新た

な施策を展開する必要がございます。このことから、藤沢市都市農

業振興基本計画の改定に向け、令和８年度に皆様からご意見などを

伺う中で、第３次計画を策定していきたいと考えておりますので、

委員皆様のご理解並びにご協力をお願いいたします。 

次のスライドに移ります。 農林水産省のホームページで公開され

ているもので、昨年、実施された２０２５年農林業センサスの概数

値となります。 あくまでも概数となりますが、神奈川県内の農業経

営体の総数は ８，３４４経営体となっており、前回と比べ３，０５

８経営体が減少しています。 

また、次のスライド資料の県内の年齢階層別基幹的農業従事者数

についても、総数で１２，３０１人となっており、前回と比べ４，

１５４人減少しており、いずれも２５％を超える減少となっており

ます。一方、農林水産省が昨年１１月２８日に公表した資料により

ますと、全国では農業経営体の減少が続く中、法人経営体は５年前

と比較し７．９％の増加。１経営体当たりの経営耕地面積は ３．７

ヘクタールとなり、０．６ヘクタール増加しております。また、経
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営耕地面積２０ヘクタール以上の農業経営体の面積シェアが、初め

て５割を超えるなど、１経営体当たりの営農規模の拡大が進展して

いるとのことで、農地の集積、集約が進んでいるものと考えられま

す。 

つづきまして、３の改定に向けた基本方針についてです。第３次

計画の策定に向けましては、市の計画の大元となっております、国

の『都市農業振興基本計画』について確認したところ、「現時点で

改定の予定はない」との回答をいただいていることから、第２次計

画に記載された各方針等を基本とし、本年３月に順次公表される予

定の農林業センサス２０２５の反映や、この５年間での動きなどを

修正・加筆し、次回５月の協議会において、計画（案）として皆様

にお示ししたいと考えております。 

また、前回の計画改定時には、この協議会とは別に策定委員会を

設置し、別日程でご審議いただいた経過がございますが、今回の改

定にあたりましては、既存の計画の時点修正などが中心となること

から、藤沢市都市農業振興推進協議会設置要綱第１条に【本市にお

ける都市農業の振興に関する計画に関する基本的事項について、調

査審議するため、協議会を設置する。】とされておりますので、こ

の協議会において（案）を事務局からお示し、皆様からの意見を伺

い、策定してまいりたいと考えております。 

次に、４の今後のスケジュール予定ですが、第３次計画策定まで

の予定を資料に記載しております。 ５月の第１回都市農業振興推進

協議会の際に（案）として提示させていただき、皆様からのご意見

を伺いたいと思います。その上で、修正したものを書面にて送付い

たします。 その後、本年１２月頃に開催を予定しております第２回

の協議会で最終確認を行い、議会での承認を経て、令和９年度から

第３次計画として施策を展開したいと考えておりますのでよろしく

お願いいたします。説明は以上となりますが、ここで皆さん、委員

皆様のご意見ご要望をこの場をお借りしてお伺いしたいと思いま

す。 

 

第 3 次計画につきまして、ご要望等はございますでしょうか？ 

それでは指名させていただきます。最初の金子さんから順にご意見

ご要望はありますでしょうか。 

 

現状でいえば、後継者不足の問題とか高齢化の問題があって、稲

作ももうほとんどやる方が年代の平均で 70 歳を超えています。 

私のところにも新規就農の方が 3 名ほど来て、植え付け・稲刈り

などの体験をしてもらったりしているような状況もあります。 

また保育園の子供たちに種まきから全部手作業で体験してもらっ
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たりします。そういう経験を通して若い世代の方にも農業に関心を

持ってもらいたいという思いがあります。新規就農者の方の参入を

希望しますし、荒廃地がなくなるような対策を今後も要望したいと

思っております。 

 

今のお話されたように、若い方に農業のことを知っていただくと

いうことは同じように重要だなと思っているところです。実際私も

秋葉台小学校の 2 年生に年 3 回ブドウの生育状況に合わせて、来て

もらって、最後はブドウを持って行ってもらって食べてもらうとい

うことをやっているのですが、藤沢でどういったものを作ってるか

や、果物が産業であるよというのを知ってもらうというのも重要だ

と思っております。 

今、果樹部はもちろんのこと畜産会や野菜だったりそういったと

ころで立毛品評会といったコンテストみたいなあると思いますが、

現に畜産でも長谷川牧場さんの方で北海道ですごい賞を得られたっ

て話もあります。また、果樹でいうと今年遠藤地区で落葉果樹部門

で農林水産大臣賞を取られたといったことを、そういったことを市

民の方にもアピールしていき、藤沢は農業もすごいんだぞというの

を知ってもらっていい良いきっかけになるんじゃないかなと思いま

す。 

それともう一点だけ、遠藤地区の開発が始まるということもあ

り、農業生産者が減っております。今後、住宅街ができたりすると

農業を継続していくことが難しくなってくる方も出てくると思うの

で、もっと長期的に藤沢市の農業の継続性を基本計画に取り入れて

いただいた方がいいのではないかなと思います。 

 

今後のスケジュールの予定について、来年度の第 1 回開催を 5 月

下旬と書いてありますが、田んぼやっている方ですとちょうど 5 月

下旬から 6 月の頭ぐらい、ちょうど田植えの時期と重なってしまい

ますのでずらしていただけると、私としては非常に助かります。 

 

新規就農者の皆さんが一生懸命頑張って作っておられるのはよく

わかっておりますが、なかにはジャガイモを植えたまま雑草の処理

をされないというご意見も伺います。周りの農家さんとの関係性も

ありますので、雑草の処理なども含めてやっていただきたいと思い

ます。以上です。 

 

この農業振興基本計画の改定について、資料の 13 ページの下に

2020 年から 25 年にかけての年齢構成を見ますと、農業の担い手が

60 歳以上の人が大半です。これ見て 80 代から 84 歳この次はもう



 

- 14 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川島委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

永井委員 

 

 

 

石井委員 

 

 

2025 年の 5 年後、2030 には農業ができていないと思います。ま

た、75 歳から 79 歳 1900 人についても将来的にはこの部分は農業者

人口が減ってくる。今この時期に改善策を考えないといけないので

はと思っております。 

農業者やる分母が少ないため、若い人が 60 歳未満の人が三桁で 60

歳以上の人は 4 桁あるんだけど、三桁だと、あと 5 年 10 年経ったら

どうなるのか不安です。後継者のいない 70・80 代も結構おり、5 年

で 25%も減っていることが懸念になります。 

例をとると酪農部門で離農者の減少率が多くなっています。1 年で

10%減少となっております。稲作でも花育でも同様に離農率が高くな

っているので、もう少し慎重に計画の改定をしていく必要があると

思います。以上です。 

 

城稲荷大庭で新規就農しましたが、新規就農者の方々はやはり出

荷する場所がない、作業場がないという声をよく聞いております。

例えば、共同で使えるような場所提供していただけると助かりま

す。また、農地が北部の方に偏っているので、拠点となる建物が一

棟あればそこに集まることも可能ですが、なかなか拠点を貸してく

ださる人が見つかるような制度があればいいなと思います。 

また、機械も重いので、省力化や自動化といった機器を教えてい

ただけるといいなと思います。 

学校給食については、明治小学校の 3 年生が無料でジャガイモ掘

り年 2 回、大根も掘ってもらい持ち帰って次の日の給食に出しても

らうということをやっておりますが、やはり海側の小学校ではでき

ないなという悩みもありますが、農業が子供たちの食に対しての意

欲に繋がってほしいと思っています。ただ、小学校給食には基準が

厳しいこともあり、調理員の方々の作業効率などからも大きめのサ

イズを要望されることがあります。そもそもの収穫量を上げていか

ないと基準を満たせないこともあるため、個々の大きさの基準を下

げてもらえると非常に助かります。藤沢産のものがもっと給食に出

て、子供たちに還元できるようなことがもっとできたらなといいな

と思っています。 

 

高齢化が大変進んでおりますので、農家の皆さんが一生懸命やっ

ていただいていることに感謝しております。よろしくお願いいたし

ます。 

 

これから農家は間違いなく減少していくので、どれだけ止めるか

というのが、議題なってくると思うんですけど小学校とか幼稚園、

学生や地域の人に農業をしっていただかないといけないと思いま
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す。そこからやっぱり後継者とか新規就農とか出てくると思いま

す。 

新規就農者さんの苦労もかなり大きいものと思います。大変だか

らこそ、雑草の管理が後手に回ってくるという事例も多くなってく

るのかなと思います。 

こうして何十人かいたのが、何%がまだ営農できているのかな気に

なるところではあります。新規就農者の数を取って終わりというも

のではないので、結果として営農継続に繋がっていないのであれば

ちゃんと計画して地域でも担い手となるような人を厳選してやらな

きゃいけないのかなと思います。やっぱり農業というのは、質がし

っかりしてないと続かないし、結局農業も経営なので手厚く勉強会

を開いてくなど検討してもいいのかなと思います。 

あとイベントとかに関しては、予定数を超えて申し込みが殺到し

ているようなデータが見てとれるので、今後も講義や食育、花育と

いったイベントを藤沢市の方でもいっぱい検討していただくことに

よって、多くの人に発信できるんじゃないかなとは思いました。 

 

いろいろ意見ありがとうございました。 

 

４．連絡事項等 

それでは、次第の４「連絡事項」です。事務局から何かございま

すか。 

【次回の開催日等について説明】 

当協議会の委員任期については２０２４年５月１８日から今年の

２０２６年５月１７日までの２年間となっております。つきまして

は、次年度は任期満了に伴う委員の改選を実施する運びとなります

ことを、この場を借りてご報告させていただきます。 

各選出団体様への委員候補者の選出依頼につきましては、改めて４

月以降に代表者宛に書面にてご依頼申し上げる予定でございます。

本協議会が継続的にその役割を果たしていくためにも、皆様におか

れましては、何卒ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げ

ます。 

また、次回開催は各選出団体からの推薦が揃う 5 月以降で、稲作

と重なってしまうということにしたので、日程をまた再考しまして

日程を考えてまいりたいと思いますので、どうぞまたよろしくお願

いいたします。詳細の日程が決まり次第、改めてご連絡させていた

だきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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その他、各委員から、何かございますか。 

それでは、以上をもちまして本日の議題はすべて終了いたしまし

た。皆様のご協力により、会議が円滑に進行できましたことをお礼

申し上げます。それでは事務局へお返しいたします。 

 

５．閉  会 

それでは閉会の挨拶を及川課長から申し上げます。  

皆様、本日は、大変お忙しい中、当協議会にご出席いただき、誠

にありがとうございました。皆様の貴重なご意見をいただきまし

て、改定に向けて様々なご意見を頂戴いたしましたことを大変感謝

申し上げます。 

先ほど須田委員からもご指摘がありましたが、農林業センサスで

全国で 25％減少ということはかなり農業界にとって衝撃的なことで

あります。前回のセンサスでは藤沢市の減少は 17％でしたが、今回

のセンサスは市町村別にまだ出ておりませんが、藤沢市がどのくら

い減少しているのかというところも把握した上で、国の法律に変更

はでておりませんが、こういった事態を踏まえてご指摘をいただい

た部分を検討してまいりたいと思います。 

皆様の任期につきましては今年の 5 月 17 日までとなっておりま

す。少し早いですが、皆様ありがとうございました。 

令和８年度の協議会につきましては、「藤沢市都市農業振興基本 

計画改定（案）」の審議という、当市の都市農業施策の方向性を定

める上で重要な議題が予定されております。現委員の皆様におかれ

ましては、新委員の方への引継ぎが必要となる場合も生じるかと存

じます。その際にはご協力をお願いいたします。委員の皆様には、

当協議会の運営に多大なるご尽力を賜り、心より感謝申し上げま

す。改選後におきましても当協議会が藤沢市の農業の発展に貢献で

きるよう、事務局一丸となって頑張ってまいりますので、委員の皆

様におかれましてもより一層のご協力をお願い申し上げまして、閉

会の挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございました。 

 

＜終 了＞ 

 


